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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】ウェアラブルデバイスから携帯端末装置へのデ
ータ送信を適切に制御し、データ通信量を抑えることを
目的とする。
【解決手段】ウェアラブルデバイス１００において、収
集部１１０が人の身体に関する身体情報１１１を定期的
に収集し、判定部１２０が身体情報１１１における異常
の存否を判定し、身体情報１１１が異常である場合、携
帯端末装置に身体警報１５１を送信する。また、携帯端
末装置の間隔変更指示部が、判定部１２０から身体警報
１５１を受信すると、身体情報１１１を収集する間隔を
変更する間隔変更指示６０１をウェアラブルデバイス１
００に送信する。そして、収集部１１０が、間隔変更指
示６０１に基づいて、身体情報１１１を収集する間隔を
変更する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　人に装着されるウェアラブルデバイスと、前記人に携帯される携帯端末装置とを有する
情報収集システムにおいて、
　前記ウェアラブルデバイスは、
　前記人の身体に関する身体情報を定期的に収集する収集部と、
　前記身体情報が異常か否かを判定し、前記身体情報が異常である場合、前記携帯端末装
置に身体警報を送信する判定部と
を備え、
　前記携帯端末装置は、
　前記判定部から送信された前記身体警報に基づいて、前記身体情報を収集する間隔を変
更する間隔変更指示を前記ウェアラブルデバイスに送信する間隔変更指示部を備え、
　前記収集部は、
　前記間隔変更指示部から送信された前記間隔変更指示に基づいて、前記身体情報を収集
する間隔を変更する情報収集システム。
【請求項２】
　前記収集部は、
　前記身体情報を第１間隔で定期的に収集し、
　前記間隔変更指示部は、
　前記身体情報を収集する間隔を前記第１間隔よりも短い第２間隔に変更する前記間隔変
更指示を送信し、
　前記収集部は、
　前記間隔変更指示に基づいて、前記身体情報を前記第２間隔で定期的に収集し、前記第
２間隔で収集した前記身体情報を異常時情報として前記携帯端末装置に送信する請求項１
に記載の情報収集システム。
【請求項３】
　前記情報収集システムは、
　前記携帯端末装置から前記身体情報を受信するサーバ装置を有し、
　前記携帯端末装置は、
　前記収集部から送信された前記異常時情報に基づいて、前記異常時情報の受信を前記サ
ーバ装置に通知するか否かを判定し、前記異常時情報の受信を前記サーバ装置に通知する
と判定すると、前記異常時情報の内容を含む異常通知を前記サーバ装置に送信する異常処
理部を備えた請求項２に記載の情報収集システム。
【請求項４】
　前記判定部は、
　前記身体情報が異常でない場合、前記身体情報を前記携帯端末装置に送信し、
　前記携帯端末装置は、
　前記判定部から送信された前記身体情報を受信し、前記身体情報がバイタルデータであ
る場合に、前記身体情報を前記サーバ装置に送信するデータ通信部を備え、
　前記データ通信部は、
　前記身体情報が加速度データである場合に、加速度データの取得間隔と、前記取得間隔
の閾値である間隔閾値とを比較し、前記取得間隔が前記間隔閾値以上の場合に、前記加速
度データを前記サーバ装置に送信する請求項３に記載の情報収集システム。
【請求項５】
　前記データ通信部は、
　前記取得間隔が前記間隔閾値より短い場合に、前記携帯端末装置の負荷と、前記負荷の
閾値である負荷閾値とを比較し、前記負荷が前記負荷閾値以下の場合に、前記加速度デー
タを前記サーバ装置に送信する請求項４に記載の情報収集システム。
【請求項６】
　前記データ通信部は、
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　前記負荷が前記負荷閾値より大きい場合に、身体情報記憶部に一定時間以上、加速度デ
ータが蓄積されているか否かを判定し、前記身体情報記憶部に前記一定時間以上蓄積され
ていると判定した場合に、前記身体情報記憶部に蓄積されている加速度データを前記サー
バ装置に送信する請求項５に記載の情報収集システム。
【請求項７】
　前記データ通信部は、
　前記身体情報記憶部に加速度データを蓄積し始めてから前記一定時間以上経過していな
いと判定した場合に、前記判定部から送信された前記身体情報である加速度データを前記
身体情報記憶部に蓄積する請求項６に記載の情報収集システム。
【請求項８】
　前記異常処理部は、
　前記収集部から受信した前記異常時情報が脈あるいは体温に関する異常を示している場
合に、前記異常時情報の受信を前記サーバ装置に通知すると判定する請求項４から７のい
ずれか１項に記載の情報収集システム。
【請求項９】
　前記異常処理部は、
　前記収集部から受信した前記異常時情報が加速度データに関する異常を示している場合
に、前記異常時情報の受信を前記サーバ装置に通知すると判定する請求項４から８のいず
れか１項に記載の情報収集システム。
【請求項１０】
　前記サーバ装置は、
　前記異常処理部から前記異常通知を受信すると、前記異常通知に基づいて、異常がある
と判定された前記身体情報を表示するとともに管理者に安全確認を促す画面を表示するア
ラート表示部と、
　前記管理者からの安全確認を受け付ける安全確認受付部と、
　前記安全確認受付部が前記安全確認を受け付けると、前記身体情報を収集する間隔を前
記第２間隔から前記第１間隔に戻す間隔戻し指示を前記携帯端末装置に送信する間隔戻し
指示部と
を備えた請求項４から９のいずれか１項に記載の情報収集システム。
【請求項１１】
　前記アラート表示部は、
　前記異常通知に基づいて、前記ウェアラブルデバイスを装着した人のスケジュール画面
に、異常を検知した時間および場所を特定するマークを表示し、前記マークが表示された
スケジュール画面を、前記安全確認を促す画面として表示する請求項１０に記載の情報収
集システム。
【請求項１２】
　前記異常処理部は、
　前記サーバ装置から前記間隔戻し指示を受信すると、前記間隔戻し指示を前記ウェアラ
ブルデバイスに送信し、
　前記収集部は、
　前記携帯端末装置から送信された前記間隔戻し指示に従って、前記身体情報を収集する
間隔を前記第２間隔から前記第１間隔に戻す請求項１０または１１に記載の情報収集シス
テム。
【請求項１３】
　前記判定部は、
　前記収集部により収集された前記身体情報を基準値と比較することにより前記身体情報
が異常か否かを判定する請求項１から１２のいずれか１項に記載の情報収集システム。
【請求項１４】
　人に装着されるウェアラブルデバイスであって、前記人に携帯される携帯端末装置と通
信するウェアラブルデバイスにおいて、
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　前記人の身体に関する身体情報を定期的に収集する収集部と、
　前記身体情報が異常か否かを判定し、前記身体情報が異常である場合、前記携帯端末装
置に身体警報を送信する判定部と
を備え、
　前記収集部は、
　前記身体情報を収集する間隔を変更する間隔変更指示を前記携帯端末装置から受信し、
受信した前記間隔変更指示に基づいて、前記身体情報を収集する間隔を変更するウェアラ
ブルデバイス。
【請求項１５】
　人に装着されるウェアラブルデバイスと通信する携帯端末装置であって、前記人に携帯
される携帯端末装置において、
　前記人の身体に関する身体情報を定期的に収集し、前記身体情報が異常か否かを判定し
、前記身体情報が異常である場合、前記携帯端末装置に身体警報を送信するウェアラブル
デバイスから前記身体警報を受信すると、前記身体情報を収集する間隔を変更する間隔変
更指示を前記ウェアラブルデバイスに送信する間隔変更指示部を備えた携帯端末装置。
【請求項１６】
　人に装着されるウェアラブルデバイスと、前記人に携帯される携帯端末装置とを有する
情報収集システムの情報収集方法において、
　前記ウェアラブルデバイスが、前記人の身体に関する身体情報を定期的に収集し、
　前記ウェアラブルデバイスが、前記身体情報が異常か否かを判定し、前記身体情報が異
常である場合、前記携帯端末装置に身体警報を送信し、
　前記携帯端末装置が、前記ウェアラブルデバイスから前記身体警報を受信すると、前記
身体情報を収集する間隔を変更する間隔変更指示を前記ウェアラブルデバイスに送信し、
　前記ウェアラブルデバイスが、前記携帯端末装置から送信された前記間隔変更指示に基
づいて、前記身体情報を収集する間隔を変更する情報収集方法。
【請求項１７】
　人に装着されるウェアラブルデバイスであって、前記人に携帯される携帯端末装置と通
信するウェアラブルデバイスのウェアラブルデバイスプログラムにおいて、
　前記人の身体に関する身体情報を定期的に収集する収集処理と、
　前記身体情報が異常か否かを判定し、前記身体情報が異常である場合、前記携帯端末装
置に身体警報を送信する判定処理と、
　前記身体情報を収集する間隔を変更する間隔変更指示を前記携帯端末装置から受信し、
受信した前記間隔変更指示に基づいて、前記身体情報を収集する間隔を変更する間隔変更
処理と
をコンピュータである前記ウェアラブルデバイスに実行させるウェアラブルデバイスプロ
グラム。
【請求項１８】
　人に装着されるウェアラブルデバイスと通信する携帯端末装置であって、前記人に携帯
される携帯端末装置の携帯端末プログラムにおいて、
　前記人の身体に関する身体情報を定期的に収集し、前記身体情報が異常か否かを判定し
、前記身体情報が異常である場合、前記携帯端末装置に身体警報を送信するウェアラブル
デバイスから前記身体警報を受信すると、前記身体情報を収集する間隔を変更する間隔変
更指示を前記ウェアラブルデバイスに送信する間隔変更指示処理をコンピュータである前
記携帯端末装置に実行させる携帯端末プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、情報収集システム、ウェアラブルデバイス、携帯端末装置、情報収集方法、
ウェアラブルデバイスプログラムおよび携帯端末プログラムに関する。
【背景技術】
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【０００２】
　従来、ウェアラブルデバイスからサーバにデータを送信するシステムでは、ウェアラブ
ルデバイス側から一定間隔で、スマートフォンのような携帯端末装置経由によりサーバに
データを送信していた。あるいはウェアラブルデバイスに蓄積されたデータを、携帯端末
装置接続時にすべて携帯端末装置に送信していた。そのため、分析に必須でないデータま
で送信することとなり、ウェアラブルデバイスおよび携帯端末装置の電池消費量、通信量
、あるいはサーバでのデータ処理量が増大する問題があった。
【０００３】
　特許文献１には、携帯端末装置でデータを解析してサーバに送信する技術が開示されて
いる。
　特許文献２には、生理情報の変化のタイミングでデータを送信する仕組みが開示されて
いる。
　特許文献３には、携帯端末装置でデータと基準との単純比較を行い、異常を検知すると
サーバに通報する技術が開示されている。
　特許文献４には、データの分析をサーバでのみで実施する技術が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１４－１２０８２２号公報
【特許文献２】特開２００２－１３３５５５号公報
【特許文献３】特開２００２－１３２９４８号公報
【特許文献４】特開２００３－０５２６４８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　従来の技術では、携帯端末装置からサーバに送信するデータの通信量を低減することは
できるが、ウェアラブルデバイスから携帯端末装置にデータを送信するデータ通信量を適
切に制御することはできないという課題がある。また、従来の技術では、状況に応じてウ
ェアラブルデバイスから送信するデータの取得間隔を変更する処理は含まれておらず、デ
ータの送信および分析処理に時間がかかるという課題がある。
【０００６】
　本発明は、ウェアラブルデバイスから携帯端末装置へのデータ送信を細かく制御するこ
とで、データ通信量を抑えるとともに、最短時間でのデータ分析を可能にすることを目的
とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明に係る情報収集システムは、人に装着されるウェアラブルデバイスと、前記人に
携帯される携帯端末装置とを有する情報収集システムにおいて、
　前記ウェアラブルデバイスは、
　前記人の身体に関する身体情報を定期的に収集する収集部と、
　前記身体情報が異常か否かを判定し、前記身体情報が異常である場合、前記携帯端末装
置に身体警報を送信する判定部と
を備え、
　前記携帯端末装置は、
　前記判定部から送信された前記身体警報に基づいて、前記身体情報を収集する間隔を変
更する間隔変更指示を前記ウェアラブルデバイスに送信する間隔変更指示部を備え、
　前記収集部は、
　前記間隔変更指示部から送信された前記間隔変更指示に基づいて、前記身体情報を収集
する間隔を変更する。
【０００８】
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　前記収集部は、
　前記身体情報を第１間隔で定期的に収集し、
　前記間隔変更指示部は、
　前記身体情報を収集する間隔を前記第１間隔よりも短い第２間隔に変更する前記間隔変
更指示を送信し、
　前記収集部は、
　前記間隔変更指示に基づいて、前記身体情報を前記第２間隔で定期的に収集し、前記第
２間隔で収集した前記身体情報を異常時情報として前記携帯端末装置に送信する。
【０００９】
　前記情報収集システムは、
　前記携帯端末装置から前記身体情報を受信するサーバ装置を有し、
　前記携帯端末装置は、
　前記収集部から送信された前記異常時情報に基づいて、前記異常時情報の受信を前記サ
ーバ装置に通知するか否かを判定し、前記異常時情報の受信を前記サーバ装置に通知する
と判定すると、前記異常時情報の内容を含む異常通知を前記サーバ装置に送信する異常処
理部を備えた。
【００１０】
　前記判定部は、
　前記身体情報が異常でない場合、前記身体情報を前記携帯端末装置に送信し、
　前記携帯端末装置は、
　前記判定部から送信された前記身体情報を受信し、前記身体情報がバイタルデータであ
る場合に、前記身体情報を前記サーバ装置に送信するデータ通信部を備え、
　前記データ通信部は、
　前記身体情報が加速度データである場合に、加速度データの取得間隔と、前記取得間隔
の閾値である間隔閾値とを比較し、前記取得間隔が前記間隔閾値以上の場合に、前記加速
度データを前記サーバ装置に送信する。
【００１１】
　前記データ通信部は、
　前記取得間隔が前記間隔閾値より短い場合に、前記携帯端末装置の負荷と、前記負荷の
閾値である負荷閾値とを比較し、前記負荷が前記負荷閾値以下の場合に、前記加速度デー
タを前記サーバ装置に送信する。
【００１２】
　前記データ通信部は、
　前記負荷が前記負荷閾値より大きい場合に、身体情報記憶部に一定時間以上、加速度デ
ータが蓄積されているか否かを判定し、前記身体情報記憶部に前記一定時間以上蓄積され
ていると判定した場合に、前記身体情報記憶部に蓄積されている加速度データを前記サー
バ装置に送信する。
【００１３】
　前記データ通信部は、
　前記身体情報記憶部に加速度データを蓄積し始めてから前記一定時間以上経過していな
いと判定した場合に、前記判定部から送信された前記身体情報である加速度データを前記
身体情報記憶部に蓄積する。
【００１４】
　前記異常処理部は、
　前記収集部から受信した前記異常時情報が脈あるいは体温に関する異常を示している場
合に、前記異常時情報の受信を前記サーバ装置に通知すると判定する。
【００１５】
　前記異常処理部は、
　前記収集部から受信した前記異常時情報が加速度データに関する異常を示している場合
に、前記異常時情報の受信を前記サーバ装置に通知すると判定する。
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【００１６】
　前記サーバ装置は、
　前記異常処理部から前記異常通知を受信すると、前記異常通知に基づいて、異常がある
と判定された前記身体情報を表示するとともに管理者に安全確認を促す画面を表示するア
ラート表示部と、
　前記管理者からの安全確認を受け付ける安全確認受付部と、
　前記安全確認受付部が前記安全確認を受け付けると、前記身体情報を収集する間隔を前
記第２間隔から前記第１間隔に戻す間隔戻し指示を前記携帯端末装置に送信する間隔戻し
指示部とを備えた。
【００１７】
　前記アラート表示部は、
　前記異常通知に基づいて、前記ウェアラブルデバイスを装着した人のスケジュール画面
に、異常を検知した時間および場所を特定するマークを表示し、前記マークが表示された
スケジュール画面を、前記安全確認を促す画面として表示する。
【００１８】
　前記異常処理部は、
　前記サーバ装置から前記間隔戻し指示を受信すると、前記間隔戻し指示を前記ウェアラ
ブルデバイスに送信し、
　前記収集部は、
　前記携帯端末装置から送信された前記間隔戻し指示に従って、前記身体情報を収集する
間隔を前記第２間隔から前記第１間隔に戻す。
【００１９】
　前記判定部は、
　前記収集部により収集された前記身体情報を基準値と比較することにより前記身体情報
が異常か否かを判定する。
【００２０】
　本発明に係るウェアラブルデバイスは、人に装着されるウェアラブルデバイスであって
、前記人に携帯される携帯端末装置と通信するウェアラブルデバイスにおいて、
　前記人の身体に関する身体情報を定期的に収集する収集部と、
　前記身体情報が異常か否かを判定し、前記身体情報が異常である場合、前記携帯端末装
置に身体警報を送信する判定部と
を備え、
　前記収集部は、
　前記身体情報を収集する間隔を変更する間隔変更指示を前記携帯端末装置から受信し、
受信した前記間隔変更指示に基づいて、前記身体情報を収集する間隔を変更する。
【００２１】
　本発明に係る携帯端末装置は、人に装着されるウェアラブルデバイスと通信する携帯端
末装置であって、前記人に携帯される携帯端末装置において、
　前記人の身体に関する身体情報を定期的に収集し、前記身体情報が異常か否かを判定し
、前記身体情報が異常である場合、前記携帯端末装置に身体警報を送信するウェアラブル
デバイスから前記身体警報を受信すると、前記身体情報を収集する間隔を変更する間隔変
更指示を前記ウェアラブルデバイスに送信する間隔変更指示部を備えた。
【００２２】
　本発明に係る情報収集方法は、人に装着されるウェアラブルデバイスと、前記人に携帯
される携帯端末装置とを有する情報収集システムの情報収集方法において、
　前記ウェアラブルデバイスが、前記人の身体に関する身体情報を定期的に収集し、
　前記ウェアラブルデバイスが、前記身体情報が異常か否かを判定し、前記身体情報が異
常である場合、前記携帯端末装置に身体警報を送信し、
　前記携帯端末装置が、前記ウェアラブルデバイスから前記身体警報を受信すると、前記
身体情報を収集する間隔を変更する間隔変更指示を前記ウェアラブルデバイスに送信し、
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　前記ウェアラブルデバイスが、前記携帯端末装置から送信された前記間隔変更指示に基
づいて、前記身体情報を収集する間隔を変更する。
【００２３】
　本発明に係るウェアラブルデバイスプログラムは、人に装着されるウェアラブルデバイ
スであって、前記人に携帯される携帯端末装置と通信するウェアラブルデバイスのウェア
ラブルデバイスプログラムにおいて、
　前記人の身体に関する身体情報を定期的に収集する収集処理と、
　前記身体情報が異常か否かを判定し、前記身体情報が異常である場合、前記携帯端末装
置に身体警報を送信する判定処理と、
　前記身体情報を収集する間隔を変更する間隔変更指示を前記携帯端末装置から受信し、
受信した前記間隔変更指示に基づいて、前記身体情報を収集する間隔を変更する間隔変更
処理とをコンピュータである前記ウェアラブルデバイスに実行させる。
【００２４】
　本発明に係る携帯端末プログラムは、人に装着されるウェアラブルデバイスと通信する
携帯端末装置であって、前記人に携帯される携帯端末装置の携帯端末プログラムにおいて
、
　前記人の身体に関する身体情報を定期的に収集し、前記身体情報が異常か否かを判定し
、前記身体情報が異常である場合、前記携帯端末装置に身体警報を送信するウェアラブル
デバイスから前記身体警報を受信すると、前記身体情報を収集する間隔を変更する間隔変
更指示を前記ウェアラブルデバイスに送信する間隔変更指示処理をコンピュータである前
記携帯端末装置に実行させる。
【発明の効果】
【００２５】
　本発明に係る情報収集システムでは、ウェアラブルデバイスにおいて、収集部が人の身
体に関する身体情報を定期的に収集し、判定部が身体情報における異常の存否を判定し、
身体情報が異常である場合、携帯端末装置に身体警報を送信する。また、携帯端末装置の
間隔変更指示部が、判定部から身体警報を受信すると、身体情報を収集する間隔を変更す
る間隔変更指示をウェアラブルデバイスに送信する。そして、ウェアラブルデバイスの収
集部が、間隔変更指示部から送信された間隔変更指示に基づいて、身体情報を収集する間
隔を変更する。よって、本発明に係る情報収集システムによれば、ウェアラブルデバイス
から携帯端末装置へのデータ送信を適切に制御することができ、データ通信量を抑えるこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】実施の形態１に係る情報収集システム５００の構成図。
【図２】実施の形態１に係るウェアラブルデバイス１００の構成図。
【図３】実施の形態１に係る携帯端末装置２００の構成図。
【図４】実施の形態１に係るサーバ装置３００の構成図。
【図５】実施の形態１に係るウェアラブルデバイス１００のウェアラブルデバイスプログ
ラム５１１によるウェアラブルデバイス処理Ｓ１００を示すフロー図。
【図６】実施の形態１に係る携帯端末装置２００の携帯端末プログラム５２１による携帯
端末処理Ｓ２００を示すフロー図。
【図７】実施の形態１に係るサーバ装置３００のサーバ装置プログラム５３１によるサー
バ装置処理Ｓ３００を示すフロー図。
【図８】実施の形態１におけるサーバ装置３００の安全確認を促す画面例を示す図。
【図９】実施の形態１の変形例に係るウェアラブルデバイス１００の構成図。
【図１０】実施の形態１の変形例に係る携帯端末装置２００の構成図。
【図１１】実施の形態１の変形例に係るサーバ装置３００の構成図。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
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　以下、本発明の実施の形態について、図を用いて説明する。なお、各図中、同一または
相当する部分には、同一符号を付している。実施の形態の説明において、同一または相当
する部分については、説明を適宜省略または簡略化する。
【００２８】
　実施の形態１．
＊＊＊構成の説明＊＊＊
　図１を用いて、本実施の形態に係る情報収集システム５００の構成について説明する。
　情報収集システム５００は、ウェアラブルデバイス１００と、携帯端末装置２００と、
サーバ装置３００とを有する。
　ウェアラブルデバイス１００は、人に装着されるコンピュータである。図１では、ウェ
アラブルデバイス１００は腕時計型であるが、人が身体に取り付けて持ち歩くことができ
ればよく、眼鏡型、指輪型、靴型、懐中型、あるいはペンダント型でもよい。ウェアラブ
ルデバイス１００は、人に装着され、人の身体に関する身体情報を収集する。具体的には
、ウェアラブルデバイス１００は、人の脈拍および体温といったバイタルデータを身体情
報として収集する。また、ウェアラブルデバイス１００は、人の加速度データといった人
の状態情報を身体情報として収集する。また、ウェアラブルデバイス１００は、携帯端末
装置２００からの指示により、収集するデータの種類の変更、あるいは、データの取得間
隔の変更を実施する。
　具体例として、ウェアラブルデバイス１００がエレベータ保守作業をする作業者に装着
された場合、ウェアラブルデバイス１００は加速度データにおけるかご乗車のパターンか
ら作業開始を検知する。その後、ウェアラブルデバイス１００は、定期的に、作業開始以
降の加速度変化を作業負荷として収集するとともに、バイタルデータを収集する。
【００２９】
　携帯端末装置２００は、ウェアラブルデバイス１００を装着した人に携帯されるコンピ
ュータである。携帯端末装置２００は、具体的には、スマートフォンあるいはタブレット
端末といった端末である。携帯端末装置２００は、ＧＰＳ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｐｏｓｉｔｉ
ｏｎｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ）といった位置情報、あるいは加速度データから、携帯端末装
置を保持している人の位置を特定する。また、携帯端末装置２００は、ウェアラブルデバ
イス１００で収集された身体情報を、サーバ装置３００に送信する。また、携帯端末装置
２００は、特定した位置情報に基づくウェアラブルデバイス１００への指示、あるいはサ
ーバ装置３００への通知を実施する。
　具体的には、携帯端末装置２００は、位置センサが計測した位置情報から作業現場への
到着あるいは作業現場からの出発を認識し、詳細データの取得の開始および終了をウェア
ラブルデバイス１００に指示する。これにより、ウェアラブルデバイス１００から送信す
るデータ量を必要最小限に抑えつつ、必要なデータを確実に送信、蓄積、および分析する
ことを可能にする。
　また、携帯端末装置２００は、ウェアラブルデバイス１００から取得したデータを蓄積
しておき、ウェアラブルデバイス１００からのデータ取得量が少ないときにサーバにまと
めて送信する。これにより、携帯端末装置２００の電池消費が抑えられる。
【００３０】
　サーバ装置３００は、蓄積サーバ３８１と分析サーバ３８２とを有する。蓄積サーバ３
８１は、携帯端末装置２００から送信された身体情報を蓄積する。分析サーバ３８２は、
蓄積サーバ３８１に蓄積されたデータを分析する。分析サーバ３８２は、分析結果に応じ
て、管理者に対するアラートの発行、あるいは携帯端末装置２００を経由してウェアラブ
ルデバイス１００への指示を発行する。
　なお、蓄積サーバ３８１と分析サーバ３８２とは同一の装置であってもよい。本実施の
形態では、蓄積サーバ３８１と分析サーバ３８２とは同一の装置として説明する、すなわ
ち蓄積サーバ３８１と分析サーバ３８２との機能をサーバ装置３００として説明する。
【００３１】
　図２は、本実施の形態に係るウェアラブルデバイス１００の構成を示す図である。
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　図２に示すように、ウェアラブルデバイス１００は、コンピュータである。ウェアラブ
ルデバイス１００は、プロセッサ１９１、記憶装置１９２、入力インタフェース１９３、
出力インタフェース１９４、通信装置１９５、およびセンサ１９６といったハードウェア
を備える。記憶装置１９２は、メモリ９１１と補助記憶装置９１２とを有する。プロセッ
サ１９１は、信号線を介して他のハードウェアと接続され、これら他のハードウェアを制
御する。
【００３２】
　ウェアラブルデバイス１００は、構成要素として、収集部１１０と、判定部１２０と、
記憶部１３０とを備える。記憶部１３０には、第１間隔Ｔ１と基準値１３１とが記憶され
る。
　収集部１１０と判定部１２０との機能は、ソフトウェアで実現される。記憶部１３０は
、メモリ９１１により実現される。なお、記憶部１３０は、メモリ９１１および補助記憶
装置９１２により実現されていてもよい。あるいは、記憶部１３０は、補助記憶装置９１
２のみで実現されてもよい。
【００３３】
　補助記憶装置９１２には、収集部１１０と判定部１２０との機能を実現するウェアラブ
ルデバイスプログラム５１１が記憶されている。このプログラムは、プロセッサ１９１に
よりメモリ９１１に読み込まれ、プロセッサ１９１によって実行される。これにより、収
集部１１０と判定部１２０との機能が実現される。
【００３４】
　図３は、本実施の形態に係る携帯端末装置２００の構成を示す図である。
　図３に示すように、携帯端末装置２００は、コンピュータである。携帯端末装置２００
は、プロセッサ２９１、記憶装置２９２、入力インタフェース２９３、出力インタフェー
ス２９４、通信装置２９５、および計時装置２９６といったハードウェアを備える。記憶
装置２９２は、メモリ９２１と補助記憶装置９２２とを有する。プロセッサ２９１は、信
号線を介して他のハードウェアと接続され、これら他のハードウェアを制御する。
【００３５】
　携帯端末装置２００は、構成要素として、データ通信部２１０と、間隔変更指示部２２
０と、異常処理部２３０と、記憶部２４０とを備える。記憶部２４０は、身体情報記憶部
２４１を有するとともに、第２間隔Ｔ２と間隔閾値２４２と負荷閾値２４４と一定時間２
４５とが記憶される。
　データ通信部２１０と、間隔変更指示部２２０と、異常処理部２３０との機能は、ソフ
トウェアで実現される。記憶部２４０は、メモリ９２１により実現される。なお、記憶部
２４０は、メモリ９２１および補助記憶装置９２２により実現されていてもよい。あるい
は、記憶部２４０は、補助記憶装置９２２のみで実現されてもよい。
【００３６】
　補助記憶装置９２２には、データ通信部２１０と、間隔変更指示部２２０と、異常処理
部２３０との機能を実現する携帯端末プログラム５２１が記憶されている。このプログラ
ムは、プロセッサ２９１によりメモリ９２１に読み込まれ、プロセッサ２９１によって実
行される。これにより、データ通信部２１０と、間隔変更指示部２２０と、異常処理部２
３０との機能が実現される。
【００３７】
　図４は、本実施の形態に係るサーバ装置３００の構成を示す図である。
　図４に示すように、サーバ装置３００は、コンピュータである。サーバ装置３００は、
プロセッサ３９１、記憶装置３９２、入力インタフェース３９３、出力インタフェース３
９４、および通信装置３９５といったハードウェアを備える。記憶装置３９２は、メモリ
９３１と補助記憶装置９３２とを有する。プロセッサ３９１は、信号線を介して他のハー
ドウェアと接続され、これら他のハードウェアを制御する。
【００３８】
　サーバ装置３００は、構成要素として、データ蓄積部３１０と、アラート表示部３２０
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と、安全確認受付部３３０と、間隔戻し指示部３４０と、記憶部３５０とを備える。
　データ蓄積部３１０と、アラート表示部３２０と、安全確認受付部３３０と、間隔戻し
指示部３４０との機能は、ソフトウェアで実現される。記憶部３５０は、補助記憶装置９
３２により実現される。なお、記憶部３５０は、メモリ９３１および補助記憶装置９３２
により実現されていてもよい。あるいは、記憶部３５０は、メモリ９３１のみで実現され
てもよい。
【００３９】
　補助記憶装置９３２には、データ蓄積部３１０と、アラート表示部３２０と、安全確認
受付部３３０と、間隔戻し指示部３４０との機能を実現するサーバ装置プログラム５３１
が記憶されている。このプログラムは、プロセッサ３９１によりメモリ９３１に読み込ま
れ、プロセッサ３９１によって実行される。これにより、データ蓄積部３１０と、アラー
ト表示部３２０と、安全確認受付部３３０と、間隔戻し指示部３４０との機能が実現され
る。
【００４０】
　プロセッサ１９１，２９１，３９１は、演算処理を行うＩＣ（Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　
Ｃｉｒｃｕｉｔ）である。プロセッサ１９１，２９１，３９１は、具体例としては、ＣＰ
Ｕ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）、ＤＳＰ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｓ
ｉｇｎａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｏｒ）、あるいはＧＰＵ（Ｇｒａｐｈｉｃｓ　Ｐｒｏｃｅｓ
ｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）である。
【００４１】
　メモリ９１１，９２１，９３１は、データを一時的に記憶する記憶機器である。メモリ
９１１，９２１，９３１は、具体例としては、ＳＲＡＭ（Ｓｔａｔｉｃ　Ｒａｎｄｏｍ　
Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）、ＤＲＡＭ（Ｄｙｎａｍｉｃ　Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓ
ｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）である。
【００４２】
　補助記憶装置９１２，９２２，９３２は、データを保管する記憶機器である。補助記憶
装置９１２，９２２，９３２は、具体例としては、ＨＤＤ（Ｈａｒｄ　Ｄｉｓｋ　Ｄｒｉ
ｖｅ）である。また、補助記憶装置９１２，９２２，９３２は、ＳＤ（登録商標）（Ｓｅ
ｃｕｒｅ　Ｄｉｇｉｔａｌ）メモリカード、ＣＦ（ＣｏｍｐａｃｔＦｌａｓｈ）、ＮＡＮ
Ｄフラッシュ、フレキシブルディスク、光ディスク、コンパクトディスク、ブルーレイ（
登録商標）ディスク、ＤＶＤ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｖｅｒｓａｔｉｌｅ　Ｄｉｓｋ）といっ
た可搬記憶媒体であってもよい。
【００４３】
　入力インタフェース１９３，２９３は、タッチパネルおよびボタンといった入力装置の
インタフェースである。また、入力インタフェース３９３は、マウス、キーボード、タッ
チパネルといった入力装置のインタフェースである。
　出力インタフェース１９４，２９４，３９４は、ディスプレイといった表示機器のイン
タフェースである。
　通信装置１９５，２９５，３９５は、外部の装置と無線通信する。通信装置１９５，２
９５は、具体的には、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）といった近距離無線通信を行う装
置である。また、通信装置２９５，３９５は、インターネットといったネットワークを介
して無線通信を行う装置である。
　計時装置２９６は、計時機能を有する装置である。
【００４４】
　以下において、ウェアラブルデバイス１００と携帯端末装置２００とサーバ装置３００
との各々を各装置と呼ぶ場合がある。
　各装置は、１つのプロセッサのみを備えていてもよいし、複数のプロセッサを備えてい
てもよい。複数のプロセッサが各装置の構成要素の機能を実現するプログラムを連携して
実行してもよい。
【００４５】
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＊＊＊動作の説明＊＊＊
　図５は、本実施の形態に係るウェアラブルデバイス１００のウェアラブルデバイスプロ
グラム５１１によるウェアラブルデバイス処理Ｓ１００を示すフロー図である。
　図６は、本実施の形態に係る携帯端末装置２００の携帯端末プログラム５２１による携
帯端末処理Ｓ２００を示すフロー図である。
　図７は、本実施の形態に係るサーバ装置３００のサーバ装置プログラム５３１によるサ
ーバ装置処理Ｓ３００を示すフロー図である。
　図５から図７を用いて、本実施の形態に係る情報収集システム５００の情報収集方法５
０２について説明する。
【００４６】
＜ウェアラブルデバイス処理Ｓ１００＞
　ウェアラブルデバイス処理Ｓ１００は、収集処理Ｓ１０と、判定処理Ｓ１１と、間隔変
更処理Ｓ１２と、間隔戻し処理Ｓ１３とを有する。
【００４７】
＜収集処理Ｓ１０＞
　ステップＳ１０１において、収集部１１０は、人の身体に関する身体情報１１１を定期
的に収集する。具体的には、収集部１１０は、ウェアラブルデバイス１００を身に付けて
いる人の、脈拍および体温といったバイタルデータ、ならびに加速度データといった状態
情報を身体情報１１１として、センサ１９６を用いて収集する。収集部１１０は、身体情
報１１１を第１間隔Ｔ１で定期的に収集する。
【００４８】
＜判定処理Ｓ１１＞
　ステップＳ１０２において、判定部１２０は、身体情報１１１が異常か否かを判定する
。具体的には、判定部１２０は、収集部１１０により収集された身体情報１１１を、基準
値１３１と比較することにより、身体情報１１１が異常か否かを判定する。
　身体情報１１１が異常でない場合、ステップＳ１０３において、判定部１２０は、収集
した身体情報１１１を携帯端末装置２００に送信する。
　身体情報が異常である場合、ステップＳ１０４において、判定部１２０は、携帯端末装
置２００に身体警報１５１を送信する。身体警報１５１には、ウェアラブルデバイス１０
０を装着している装着者に関する情報が含まれる。
【００４９】
＜間隔変更処理Ｓ１２＞
　ステップＳ１０５において、収集部１１０は、携帯端末装置２００の間隔変更指示部２
２０から間隔変更指示６０１を受信する。具体的には、収集部１１０は、間隔変更指示部
２２０から、通信装置１９５を介して間隔変更指示６０１を受信する。
　ステップＳ１０６において、収集部１１０は、間隔変更指示部２２０から送信された間
隔変更指示６０１に基づいて、身体情報１１１を収集する間隔を変更する。具体的には、
収集部１１０は、間隔変更指示６０１に基づいて、身体情報１１１を収集する間隔を第１
間隔Ｔ１から第２間隔Ｔ２に変更する。第２間隔Ｔ２は、例えば、間隔変更指示６０１に
含まれる。
　ステップＳ１０７において、収集部１１０は、身体情報１１１を第２間隔Ｔ２で定期的
に収集する。具体的には、収集部１１０は、センサ１９６を用いて、身体情報１１１を第
２間隔Ｔ２で定期的に収集する。
　ステップＳ１０８において、収集部１１０は、第２間隔Ｔ２で収集した身体情報１１１
を異常時情報６０２として携帯端末装置２００に送信する。具体的には、収集部１１０は
、通信装置１９５を介して、異常時情報６０２を携帯端末装置２００に送信する。異常時
情報６０２には、第２間隔Ｔ２で収集した装着者の身体情報１１１が含まれる。
【００５０】
＜間隔戻し処理Ｓ１３＞
　ステップＳ１０９において、収集部１１０は、携帯端末装置２００から間隔戻し指示３
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４１を受信する。
　ステップＳ１１０において、収集部１１０は、携帯端末装置２００から送信された間隔
戻し指示３４１に従って、身体情報１１１を収集する間隔を第２間隔Ｔ２から第１間隔Ｔ
１に戻す。
【００５１】
＜携帯端末処理Ｓ２００＞
　携帯端末処理Ｓ２００は、データ通信処理Ｓ２０と、間隔変更指示処理Ｓ２１と、異常
処理Ｓ２２と、間隔戻し指示転送処理Ｓ２３とを有する。
【００５２】
＜データ通信処理Ｓ２０＞
　ステップＳ２０１において、データ通信部２１０は、通信装置２９５を介してデータを
受信し、受信したデータを判定する。受信したデータが身体情報１１１の場合、処理はス
テップＳ２０１ａに進む。受信したデータが身体警報１５１の場合、処理はステップＳ２
０３に進む。受信したデータが異常時情報６０２の場合、処理はステップＳ２０４に進む
。
【００５３】
　ステップＳ２０１ａにおいて、データ通信部２１０は、判定部１２０から送信された身
体情報１１１を受信し、身体情報１１１が加速度データであるかバイタルデータであるか
を判定する。加速度データの場合は、処理はステップＳ２０１ｂに進む。バイタルデータ
の場合は、処理はステップＳ２０２に進む。
【００５４】
　ステップＳ２０１ｂにおいて、データ通信部２１０は、加速度データの取得間隔が長い
か否かを判定する。
　具体的には、データ通信部２１０は、受信した加速度データを身体情報記憶部２４１に
記憶するとともに、受信した加速度データの取得間隔を取得する。データ通信部２１０は
、判定部１２０から送信された加速度データに含まれる取得間隔を取得してもよい。ある
いは、データ通信部２１０は、判定部１２０から送信された加速度データの取得時間と、
その加速度データの前後の加速度データの取得時間とから、取得間隔を取得してもよい。
データ通信部２１０は、記憶部２４０に記憶されている間隔閾値２４２と、取得した取得
間隔とを比較し、取得間隔が間隔閾値２４２以上の場合は、取得間隔が長いと判定する。
また、データ通信部２１０は、取得間隔が間隔閾値２４２より短い場合は、取得間隔は長
くないと判定する。取得間隔が長い場合（取得間隔が間隔閾値２４２以上の場合）は、処
理はステップＳ２０２に進む。取得間隔が長くない場合（取得間隔が間隔閾値２４２より
短い場合）は、処理はステップＳ２０１ｃに進む。
　すなわち、データ通信部２１０は、身体情報１１１が加速度データである場合に、加速
度データの取得間隔と、取得間隔の閾値である間隔閾値２４２とを比較し、取得間隔が間
隔閾値２４２以上の場合に、加速度データをサーバ装置３００に送信する。
【００５５】
　ステップＳ２０１ｃにおいて、データ通信部２１０は、携帯端末装置２００の負荷２２
２が低いか否かを判定する。携帯端末装置２００の負荷２２２が低い場合は、処理はステ
ップＳ２０２に進む。携帯端末装置２００の負荷２２２が高い場合は、処理はステップＳ
２０１ｄに進む。ここで、携帯端末装置２００の負荷２２２とは、携帯端末装置２００の
ＣＰＵ負荷あるいは通信負荷のことを指す。
　具体的には、データ通信部２１０は、携帯端末装置２００のオペレーションシステムが
提供するＣＰＵ負荷監視ツールあるいは通信負荷監視ツールを用いて、携帯端末装置２０
０の負荷２２２を取得する。データ通信部２１０は、携帯端末装置２００の負荷２２２と
、負荷２２２の閾値である負荷閾値２４４とを比較する。負荷閾値２４４は、記憶部２４
０に記憶されている。データ通信部２１０は、携帯端末装置２００の負荷２２２が負荷閾
値２４４以下の場合に、携帯端末装置２００の負荷２２２が低いと判定する。データ通信
部２１０は、携帯端末装置２００の負荷２２２が負荷閾値２４４より大きい場合に、携帯
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端末装置２００の負荷２２２が高いと判定する。データ通信部２１０は、携帯端末装置２
００の負荷２２２が低い場合（携帯端末装置２００の負荷２２２が負荷閾値２４４以下の
場合）に、加速度データをサーバ装置３００に送信する。
【００５６】
　ステップＳ２０１ｄにおいて、データ通信部２１０は、身体情報記憶部２４１に一定時
間２４５以上、加速度データが蓄積されているか否かを判定する。データ通信部２１０に
より、身体情報記憶部２４１に一定時間２４５以上蓄積されていると判定された場合に、
処理はステップＳ２０２に進む。データ通信部２１０により、身体情報記憶部２４１に加
速度データを蓄積し始めてから一定時間２４５以上経過していないと判定した場合に、処
理はステップＳ２０１ｅに進む。
　具体的には、データ通信部２１０は、身体情報記憶部２４１に加速度データを蓄積し始
めると、計時装置２９６がカウントを開始する。データ通信部２１０は、計時装置２９６
によりカウントされた蓄積時間と、記憶部２４０に記憶されている一定時間２４５とを比
較して、身体情報記憶部２４１に一定時間２４５以上、加速度データが蓄積されているか
否かを判定する。データ通信部２１０は、身体情報記憶部２４１に一定時間２４５以上、
加速度データが蓄積されていると判定した場合に、身体情報記憶部２４１に蓄積されてい
る加速度データをサーバ装置３００に送信する。また、データ通信部２１０は、ステップ
Ｓ２０２において身体情報記憶部２４１に蓄積された加速度データがサーバ装置３００に
送信されると、計時装置２９６がカウントした蓄積時間を初期化する。
【００５７】
　ステップＳ２０１ｅにおいて、データ通信部２１０は、受信した加速度データを身体情
報記憶部２４１に蓄積する。
　ステップＳ２０２において、データ通信部２１０は、判定部１２０から送信された身体
情報１１１をサーバ装置３００に送信する。このとき、データ通信部２１０は、身体情報
記憶部２４１に蓄積した加速度データについてもサーバ装置３００に送信する。
【００５８】
　以上のステップＳ２０１ａからステップＳ２０１ｅの処理により、短い取得間隔で取得
した加速度データを携帯端末装置２００のＣＰＵ負荷あるいは通信負荷が低いときにまと
めて送ることができる。携帯端末装置２００のＣＰＵ負荷あるいは通信負荷が低いときと
は、具体例としては、携帯端末装置２００の通常の動作時である。
　なお、ここでは、加速度データを短い取得間隔で取得した場合には、取得した加速度デ
ータを身体情報記憶部２４１に蓄積し、携帯端末装置２００のＣＰＵ負荷あるいは通信負
荷が低いときにまとめて送るものとした。しかし、加速度データに限らず、脈拍といった
バイタルデータについても同様の処理を行うことができる。すなわち、短い取得間隔で脈
拍を取得した場合には、取得した脈拍を身体情報記憶部２４１に蓄積し、携帯端末装置２
００のＣＰＵ負荷あるいは通信負荷が低いときにまとめて送るようにしてもよい。
【００５９】
＜間隔変更指示処理Ｓ２１＞
　ステップＳ２０３において、間隔変更指示部２２０は、ウェアラブルデバイス１００の
判定部１２０から送信された身体警報１５１に基づいて、身体情報１１１を収集する間隔
を変更する間隔変更指示６０１をウェアラブルデバイス１００に送信する。具体的には、
間隔変更指示部２２０は、身体情報１１１を収集する間隔を第１間隔Ｔ１よりも短い第２
間隔Ｔ２に変更する間隔変更指示６０１を送信する。間隔変更指示部２２０は、第２間隔
Ｔ２を間隔変更指示６０１に含めてもよいし、第１間隔Ｔ１からどのくらい短くするかを
決定するための情報を間隔変更指示６０１に含めてもよい。また、間隔変更指示部２２０
は、身体警報１５１に含まれる異常の内容に応じて、第２間隔Ｔ２を決定してもよい。
【００６０】
＜異常処理Ｓ２２＞
　ステップＳ２０４において、異常処理部２３０は、ウェアラブルデバイス１００の収集
部１１０から送信された異常時情報６０２に基づいて、異常時情報６０２の受信をサーバ
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装置３００に通知するか否かを判定する。具体的には、異常処理部２３０は、収集部１１
０から受信した異常時情報６０２が脈あるいは体温に関する異常を示しているか否かを判
定する。異常時情報６０２が脈あるいは体温に関する異常を示している場合、異常処理部
２３０は、異常時情報６０２の受信をサーバ装置３００に通知すると判定する。
　ステップＳ２０５において、異常処理部２３０は、異常時情報６０２の内容を含む異常
通知６０３をサーバ装置３００に送信する。また、異常処理部２３０は、サーバ装置３０
０からの間隔戻し指示３４１を待つ。
【００６１】
＜間隔戻し指示転送処理Ｓ２３＞
　ステップＳ２０６において、異常処理部２３０は、サーバ装置３００からの間隔戻し指
示３４１を受信すると、受信した間隔戻し指示３４１をウェアラブルデバイス１００に送
信する。
【００６２】
＜サーバ装置処理Ｓ３００＞
　サーバ装置処理Ｓ３００は、データ蓄積処理Ｓ３０と、アラート表示処理Ｓ３１と、間
隔戻し指示処理Ｓ３２とを有する。
【００６３】
＜データ蓄積処理Ｓ３０＞
　ステップＳ３０１において、サーバ装置３００は、通信装置３９５を介してデータを受
信し、受信したデータを判定する。受信したデータが身体情報１１１の場合、処理はステ
ップＳ３０２に進む。受信したデータが異常通知６０３の場合、処理はステップＳ３０３
に進む。
　ステップＳ３０２において、データ蓄積部３１０は、受信した身体情報１１１を記憶部
３５０に記憶する。
【００６４】
＜アラート表示処理Ｓ３１＞
　ステップＳ３０３において、アラート表示部３２０は、異常通知６０３に基づいて、異
常があると判定された身体情報１１１を表示するとともに管理者に安全確認を促す画面を
表示する。具体的には、アラート表示部３２０は、異常通知６０３に含まれる異常時情報
６０２に基づいて、出力インタフェース３９４を介してディスプレイに異常があると判定
された身体情報１１１を表示する。また、アラート表示部３２０は、管理者に安全確認を
促す画面を、出力インタフェース３９４を介してディスプレイに表示する。具体的には、
アラート表示部３２０は、異常通知６０３に基づいて、ウェアラブルデバイス１００を装
着した人のスケジュール画面に、異常を検知した時間および場所を特定するマーク６０４
を表示し、マーク６０４が表示されたスケジュール画面を、安全確認を促す画面として表
示する。
【００６５】
　図８は、本実施の形態におけるサーバ装置３００の安全確認を促す画面例を示す図であ
る。
　上段の画面において、異常があると判定されたＡＢＣさんについて、マーク６０４とし
て「！マーク」を表示する。「！マーク」の表示により、管理者はＡＢＣさんについて異
常を検知した際の場所および時間を特定することができる。また、この「！マーク」によ
り管理者に安全確認を促している。「！マーク」をクリックすることにより下段の画面が
表示され、異常通知６０３の対象者であるＡＢＣさんの身体情報１１１が表示される。ま
た、ＡＢＣさんの電話番号あるいはメールアドレスが表示されるとともに、備考欄に「電
話して、給水を支給指示してください」との安全確認の内容が表示され、管理者は迅速か
つ的確に安全確認をすることができる。
【００６６】
＜間隔戻し指示処理Ｓ３２＞
　ステップＳ３０４において、安全確認受付部３３０は、管理者からの安全確認を受け付
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ける。具体的には、管理者は、ステップＳ３０３においてディスプレイに表示された安全
確認を促す画面を見て、異常通知６０３の対象者に安全確認を行う。ここで、安全が確認
されると、管理者は、ディスプレイに表示された安全確認を受け付ける画面から安全確認
を入力する。安全確認受付部３３０は、管理者からディスプレイに入力された安全確認を
受け付ける。
　ステップＳ３０４において、間隔戻し指示部３４０は、安全確認受付部３３０が安全確
認を受け付けると、身体情報１１１を収集する間隔を第２間隔Ｔ２から第１間隔Ｔ１に戻
す間隔戻し指示３４１を携帯端末装置２００に送信する。
【００６７】
　以上により、本実施の形態に係る情報収集システム５００の情報収集方法５０２につい
ての説明を終わる。
【００６８】
＊＊＊他の構成＊＊＊
＜変形例１＞
　第１間隔Ｔ１および第２間隔Ｔ２は、測定項目ごとに設定できるものとする。具体的に
は、第１間隔Ｔ１および第２間隔Ｔ２の各々は、バイタルデータおよび状態情報といった
測定項目ごとに、設定されていてもよい。あるいは、第１間隔Ｔ１および第２間隔Ｔ２の
各々は、さらに細かく、脈拍、体温、および加速度データといった測定項目ごとに、設定
されていてもよい。
【００６９】
＜変形例２＞
　本実施の形態では、ステップＳ２０４において、異常処理部２３０が、異常時情報６０
２の受信をサーバ装置３００に通知すると判定すると、ステップＳ２０５において異常通
知６０３をサーバ装置３００に送信する。このとき、異常処理部２３０は、異常通知６０
３をサーバ装置３００に送信するとともに、ウェアラブルデバイス１００に対して、異常
の有無を確認してもよい。そして、異常処理部２３０は、ウェアラブルデバイス１００の
異常無しを確認できた場合に、ステップＳ２０６におけるサーバ装置３００からの間隔戻
し指示３４１の受信を待たずに、ウェアラブルデバイス１００に対して間隔を戻す指示を
送信してもよい。
【００７０】
＜変形例３＞
　本実施の形態では、携帯端末装置２００が、ウェアラブルデバイス１００からの身体警
報１５１に基づいて、身体情報１１１を収集する間隔を変更する間隔変更指示６０１を送
信する間隔変更指示部２２０を備えていた。しかし、この間隔変更指示部の機能は、ウェ
アラブルデバイスが備えていてもよい。間隔変更指示部は、ウェアラブルデバイス内にあ
って、自立的に身体情報１１１を収集する間隔を変更するか否かを判定してもよい。
【００７１】
＜変形例４＞
　本実施の形態では、携帯端末装置２００における異常処理Ｓ２２において、異常処理部
２３０は、異常時情報６０２が脈あるいは体温に関する異常を示している場合に、異常時
情報６０２の受信をサーバ装置３００に通知すると判定している。しかし、異常処理部２
３０は、収集部１１０から受信した異常時情報６０２が加速度データに関する異常を示し
ている場合にも、異常時情報６０２の受信をサーバ装置３００に通知すると判定してもよ
い。具体的には、加速度データに異常な数値を検知したような場合にも、何かしらの事故
があったものとしてサーバ装置３００に通知すると判定してもよい。異常な事態を検知す
ることができれば、異常時情報６０２の受信をサーバ装置３００に通知するか否かの判定
に、他のどのような判定方法を用いても構わない。
【００７２】
＜変形例５＞
　本実施の形態では、ウェアラブルデバイス１００と携帯端末装置２００とサーバ装置３
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００との各装置の構成要素の機能がソフトウェアで実現されるが、変形例として、各装置
の構成要素の機能がハードウェアで実現されてもよい。
【００７３】
　図９から図１１を用いて、本実施の形態の変形例に係るウェアラブルデバイス１００と
携帯端末装置２００とサーバ装置３００との各装置の構成について説明する。
　ウェアラブルデバイス１００は、処理回路１０９、入力インタフェース１９３、出力イ
ンタフェース１９４、通信装置１９５、およびセンサ１９６といったハードウェアを備え
る。携帯端末装置２００は、処理回路２０９、入力インタフェース２９３、出力インタフ
ェース２９４、および通信装置２９５といったハードウェアを備える。また、サーバ装置
３００は、処理回路３０９、入力インタフェース３９３、出力インタフェース３９４、お
よび通信装置３９５といったハードウェアを備える。
【００７４】
　処理回路１０９は、収集部１１０と判定部１２０と記憶部１３０との機能を実現する専
用の電子回路である。また、処理回路２０９は、データ通信部２１０と間隔変更指示部２
２０と異常処理部２３０と記憶部２４０との機能を実現する専用の電子回路である。また
、処理回路３０９は、データ蓄積部３１０とアラート表示部３２０と安全確認受付部３３
０と間隔戻し指示部３４０と記憶部３５０との機能を実現する専用の電子回路である。
　処理回路１０９，２０９，３０９は、具体的には、単一回路、複合回路、プログラム化
したプロセッサ、並列プログラム化したプロセッサ、ロジックＩＣ、ＧＡ、ＡＳＩＣ、ま
たは、ＦＰＧＡである。ＧＡは、Ｇａｔｅ　Ａｒｒａｙの略語である。ＡＳＩＣは、Ａｐ
ｐｌｉｃａｔｉｏｎ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃ　Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｃｉｒｃｕｉｔの略語
である。ＦＰＧＡは、Ｆｉｅｌｄ－Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　Ｇａｔｅ　Ａｒｒａｙの
略語である。
【００７５】
　収集部１１０と判定部１２０との機能は、１つの処理回路１０９で実現されてもよいし
、複数の処理回路１０９に分散して実現されてもよい。また、データ通信部２１０と間隔
変更指示部２２０と異常処理部２３０との機能は、１つの処理回路２０９で実現されても
よいし、複数の処理回路２０９に分散して実現されてもよい。また、データ蓄積部３１０
とアラート表示部３２０と安全確認受付部３３０と間隔戻し指示部３４０との機能は、１
つの処理回路３０９で実現されてもよいし、複数の処理回路３０９に分散して実現されて
もよい。
【００７６】
　別の変形例として、収集部１１０と判定部１２０との一部の機能が専用のハードウェア
で実現され、残りの機能がソフトウェアで実現されてもよい。また、データ通信部２１０
と間隔変更指示部２２０と異常処理部２３０との一部の機能が専用のハードウェアで実現
され、残りの機能がソフトウェアで実現されてもよい。また、データ蓄積部３１０とアラ
ート表示部３２０と安全確認受付部３３０と間隔戻し指示部３４０との一部の機能が専用
のハードウェアで実現され、残りの機能がソフトウェアで実現されてもよい。
【００７７】
　プロセッサ１９１，２９１，３９１と、記憶装置１９２，２９２，３９２と、処理回路
１０９，２０９，３０９とを、総称して「プロセッシングサーキットリ」という。つまり
、ウェアラブルデバイス１００の構成が図２および図９のいずれに示した構成であっても
、収集部１１０と判定部１２０と記憶部１３０との機能は、プロセッシングサーキットリ
により実現される。また、携帯端末装置２００の構成が図２および図１０のいずれに示し
た構成であっても、データ通信部２１０と間隔変更指示部２２０と異常処理部２３０と記
憶部２４０との機能は、プロセッシングサーキットリにより実現される。また、サーバ装
置３００の構成が図３および図１１のいずれに示した構成であっても、データ蓄積部３１
０とアラート表示部３２０と安全確認受付部３３０と間隔戻し指示部３４０と記憶部３５
０との機能は、プロセッシングサーキットリにより実現される。
【００７８】
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　なお、ウェアラブルデバイス１００と携帯端末装置２００とサーバ装置３００との各々
のプログラムを「プログラムプロダクト」または「プログラムを記録したコンピュータ読
取可能な媒体」に読み替えてもよい。また、収集部１１０と判定部１２０とデータ通信部
２１０と間隔変更指示部２２０と異常処理部２３０とデータ蓄積部３１０とアラート表示
部３２０と安全確認受付部３３０と間隔戻し指示部３４０との「部」を「手順」または「
処理」または「工程」に読み替えてもよい。
【００７９】
＊＊＊本実施の形態の効果の説明＊＊＊
　本実施の形態に係る情報収集システム５００では、携帯端末装置で、ウェアラブルデバ
イスで収集したセンサデータを分析するとともに、ウェアラブルデバイスへの指示を行う
。また、センサデータを取得するウェアラブルデバイスで、センサデータの収集および異
常検知を行う。よって、本実施の形態に係る情報収集システム５００によれば、ウェアラ
ブルデバイスから携帯端末装置およびサーバ装置へのデータ送信を細かく制御することが
でき、データ送信量、および、ウェアラブルデバイスと携帯端末装置との電池消費を抑え
ることができる。また、ウェアラブルデバイスのセンサデータを適切なタイミングで取得
することにより、必要最小限のデータ送信により最短時間でのデータ分析を可能にする。
【００８０】
　本実施の形態に係る情報収集システム５００では、ウェアラブルデバイスで異常なデー
タを検知した場合、通常より短い間隔でデータを計測し、スマートフォン等の携帯端末あ
るいはサーバにデータを送信し、体調の問題の有無を判断し、問題がある場合は、アラー
トを発行し、問題が無い場合は、データの計測間隔を通常に戻す。よって、本実施の形態
に係る情報収集システム５００によれば、ウェアラブルデバイス装着者の体調に問題があ
るときに、早期に異常を検知し、装着者の安全を確保することができる。
【００８１】
　実施の形態１について説明したが、この実施の形態のうち、複数の部分を組み合わせて
実施しても構わない。あるいは、この実施の形態のうち、１つの部分を実施しても構わな
い。その他、これらの実施の形態を、全体としてあるいは部分的に、どのように組み合わ
せて実施しても構わない。
　なお、上述した実施の形態は、本質的に好ましい例示であって、本発明、その適用物お
よび用途の範囲を制限することを意図するものではなく、必要に応じて種々の変更が可能
である。
【符号の説明】
【００８２】
　１００　ウェアラブルデバイス、１１０　収集部、１１１　身体情報、１２０　判定部
、１５１　身体警報、１３０，２４０，３５０　記憶部、２００　携帯端末装置、２１０
　データ通信部、２２０　間隔変更指示部、２２２　負荷、２３０　異常処理部、２４１
　身体情報記憶部、２４２　間隔閾値、２４４　負荷閾値、２４５　一定時間、３００　
サーバ装置、３１０　データ蓄積部、３２０　アラート表示部、３３０　安全確認受付部
、３４０　間隔戻し指示部、３４１　間隔戻し指示、３８１　蓄積サーバ、３８２　分析
サーバ、６０１　間隔変更指示、６０２　異常時情報、６０３　異常通知、６０４　マー
ク、１０９，２０９，３０９　処理回路、５００　情報収集システム、５１１　ウェアラ
ブルデバイスプログラム、５２１　携帯端末プログラム、５３１　サーバ装置プログラム
、５０２　情報収集方法、１９１，２９１，３９１　プロセッサ、１９２，２９２，３９
２　記憶装置、１９３，２９３，３９３　入力インタフェース、１９４，２９４，３９４
　出力インタフェース、１９５，２９５，３９５　通信装置、１９６　センサ、２９６　
計時装置、１１，９２１，９３１　メモリ、９１２，９２２，９３２　補助記憶装置、Ｔ
１　第１間隔、Ｔ２　第２間隔、１３１　基準値、Ｓ１００　ウェアラブルデバイス処理
、Ｓ１０　収集処理、Ｓ１１　判定処理、Ｓ１２　間隔変更処理、Ｓ１３　間隔戻し処理
、Ｓ２００　携帯端末処理、Ｓ２０　データ通信処理、Ｓ２１　間隔変更指示処理、Ｓ２
２　異常処理、Ｓ２３　間隔戻し指示転送処理、Ｓ３００　サーバ装置処理、Ｓ３０　デ
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【図１】 【図２】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【手続補正書】
【提出日】平成29年7月18日(2017.7.18)
【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　人に装着されるウェアラブルデバイスと、前記人に携帯される携帯端末装置と、前記携
帯端末装置と通信するサーバ装置とを有する情報収集システムにおいて、
　前記ウェアラブルデバイスは、
　前記人の身体に関する身体情報を定期的に収集する収集部と、
　前記身体情報が異常か否かを判定し、前記身体情報が異常である場合、前記携帯端末装
置に身体警報を送信し、前記身体情報が異常でない場合、前記身体情報を前記携帯端末装
置に送信する判定部と
を備え、
　前記携帯端末装置は、
　前記判定部から送信された前記身体警報に基づいて、前記身体情報を収集する間隔を変
更する間隔変更指示を前記ウェアラブルデバイスに送信する間隔変更指示部と、
　前記判定部から送信された前記身体情報を受信し、前記身体情報がバイタルデータであ
る場合に、前記身体情報を前記サーバ装置に送信するデータ通信部と
を備え、
　前記収集部は、
　前記間隔変更指示部から送信された前記間隔変更指示に基づいて、前記身体情報を収集
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する間隔を変更し、
　前記データ通信部は、
　前記身体情報が加速度データである場合に、加速度データの取得間隔と、前記取得間隔
の閾値である間隔閾値とを比較し、前記取得間隔が前記間隔閾値以上の場合に、前記加速
度データを前記サーバ装置に送信し、前記取得間隔が前記間隔閾値より短い場合に、前記
携帯端末装置の負荷と、前記負荷の閾値である負荷閾値とを比較し、前記負荷が前記負荷
閾値以下の場合に、前記加速度データを前記サーバ装置に送信する情報収集システム。
【請求項２】
　前記携帯端末装置は、
　前記データ通信部により加速度データが蓄積される身体情報記憶部を備え、
　前記データ通信部は、
　前記負荷が前記負荷閾値より大きい場合に、前記身体情報記憶部に一定時間以上、加速
度データが蓄積されているか否かを判定し、前記身体情報記憶部に前記一定時間以上蓄積
されていると判定した場合に、前記身体情報記憶部に蓄積されている加速度データを前記
サーバ装置に送信する請求項１に記載の情報収集システム。
【請求項３】
　前記データ通信部は、
　前記身体情報記憶部に加速度データを蓄積し始めてから前記一定時間以上経過していな
いと判定した場合に、前記判定部から送信された前記身体情報である加速度データを前記
身体情報記憶部に蓄積する請求項２に記載の情報収集システム。
【請求項４】
　前記収集部は、
　前記身体情報を第１間隔で定期的に収集し、
　前記間隔変更指示部は、
　前記身体情報を収集する間隔を前記第１間隔よりも短い第２間隔に変更する前記間隔変
更指示を送信し、
　前記収集部は、
　前記間隔変更指示に基づいて、前記身体情報を前記第２間隔で定期的に収集し、前記第
２間隔で収集した前記身体情報を異常時情報として前記携帯端末装置に送信する請求項１
から３のいずれか１項に記載の情報収集システム。
【請求項５】
　前記携帯端末装置は、
　前記収集部から送信された前記異常時情報に基づいて、前記異常時情報の受信を前記サ
ーバ装置に通知するか否かを判定し、前記異常時情報の受信を前記サーバ装置に通知する
と判定すると、前記異常時情報の内容を含む異常通知を前記サーバ装置に送信する異常処
理部を備えた請求項４に記載の情報収集システム。
【請求項６】
　前記異常処理部は、
　前記収集部から受信した前記異常時情報が脈あるいは体温に関する異常を示している場
合に、前記異常時情報の受信を前記サーバ装置に通知すると判定する請求項５に記載の情
報収集システム。
【請求項７】
　前記異常処理部は、
　前記収集部から受信した前記異常時情報が加速度データに関する異常を示している場合
に、前記異常時情報の受信を前記サーバ装置に通知すると判定する請求項５または６に記
載の情報収集システム。
【請求項８】
　前記サーバ装置は、
　前記異常処理部から前記異常通知を受信すると、前記異常通知に基づいて、異常がある
と判定された前記身体情報を表示するとともに管理者に安全確認を促す画面を表示するア
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ラート表示部と、
　前記管理者からの安全確認を受け付ける安全確認受付部と、
　前記安全確認受付部が前記安全確認を受け付けると、前記身体情報を収集する間隔を前
記第２間隔から前記第１間隔に戻す間隔戻し指示を前記携帯端末装置に送信する間隔戻し
指示部と
を備えた請求項５から７のいずれか１項に記載の情報収集システム。
【請求項９】
　前記アラート表示部は、
　前記異常通知に基づいて、前記ウェアラブルデバイスを装着した人のスケジュール画面
に、異常を検知した時間および場所を特定するマークを表示し、前記マークが表示された
スケジュール画面を、前記安全確認を促す画面として表示する請求項８に記載の情報収集
システム。
【請求項１０】
　前記異常処理部は、
　前記サーバ装置から前記間隔戻し指示を受信すると、前記間隔戻し指示を前記ウェアラ
ブルデバイスに送信し、
　前記収集部は、
　前記携帯端末装置から送信された前記間隔戻し指示に従って、前記身体情報を収集する
間隔を前記第２間隔から前記第１間隔に戻す請求項８または９に記載の情報収集システム
。
【請求項１１】
　前記判定部は、
　前記収集部により収集された前記身体情報を基準値と比較することにより前記身体情報
が異常か否かを判定する請求項１から１０のいずれか１項に記載の情報収集システム。
【請求項１２】
　人に装着されるウェアラブルデバイスであって、前記人の身体に関する身体情報を定期
的に収集し、前記身体情報が異常か否かを判定し、前記身体情報が異常である場合、身体
警報を送信し、前記身体情報が異常でない場合、前記身体情報を送信するウェアラブルデ
バイスと通信するとともにサーバ装置と通信する携帯端末装置であって、前記人に携帯さ
れる携帯端末装置において、
　前記ウェアラブルデバイスから前記身体警報を受信すると、前記身体情報を収集する間
隔を変更する間隔変更指示を前記ウェアラブルデバイスに送信する間隔変更指示部と、
　前記ウェアラブルデバイスから送信された前記身体情報を受信し、前記身体情報がバイ
タルデータである場合に、前記身体情報を前記サーバ装置に送信するデータ通信部であっ
て、前記身体情報が加速度データである場合に、加速度データの取得間隔と、前記取得間
隔の閾値である間隔閾値とを比較し、前記取得間隔が前記間隔閾値以上の場合に、前記加
速度データを前記サーバ装置に送信し、前記取得間隔が前記間隔閾値より短い場合に、前
記携帯端末装置の負荷と、前記負荷の閾値である負荷閾値とを比較し、前記負荷が前記負
荷閾値以下の場合に、前記加速度データを前記サーバ装置に送信するデータ通信部と
を備えた携帯端末装置。
【請求項１３】
　人に装着されるウェアラブルデバイスと、前記人に携帯される携帯端末装置と、前記携
帯端末装置と通信するサーバ装置とを有する情報収集システムの情報収集方法において、
　前記ウェアラブルデバイスが、前記人の身体に関する身体情報を定期的に収集し、
　前記ウェアラブルデバイスが、前記身体情報が異常か否かを判定し、前記身体情報が異
常である場合、前記携帯端末装置に身体警報を送信し、前記身体情報が異常でない場合、
前記身体情報を前記携帯端末装置に送信し、
　前記携帯端末装置が、前記ウェアラブルデバイスから前記身体警報を受信すると、前記
身体情報を収集する間隔を変更する間隔変更指示を前記ウェアラブルデバイスに送信し、
　前記携帯端末装置が、前記ウェアラブルデバイスから送信された前記身体情報を受信し
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、前記身体情報がバイタルデータである場合に、前記身体情報を前記サーバ装置に送信し
、前記身体情報が加速度データである場合に、加速度データの取得間隔と、前記取得間隔
の閾値である間隔閾値とを比較し、前記取得間隔が前記間隔閾値以上の場合に、前記加速
度データを前記サーバ装置に送信し、前記取得間隔が前記間隔閾値より短い場合に、前記
携帯端末装置の負荷と、前記負荷の閾値である負荷閾値とを比較し、前記負荷が前記負荷
閾値以下の場合に、前記加速度データを前記サーバ装置に送信し、
　前記ウェアラブルデバイスが、前記携帯端末装置から送信された前記間隔変更指示に基
づいて、前記身体情報を収集する間隔を変更する情報収集方法。
【請求項１４】
　人に装着されるウェアラブルデバイスであって、前記人の身体に関する身体情報を定期
的に収集し、前記身体情報が異常か否かを判定し、前記身体情報が異常である場合、身体
警報を送信し、前記身体情報が異常でない場合、前記身体情報を送信するウェアラブルデ
バイスと通信するとともにサーバ装置と通信する携帯端末装置であって、前記人に携帯さ
れる携帯端末装置の携帯端末プログラムにおいて、
　前記ウェアラブルデバイスから前記身体警報を受信すると、前記身体情報を収集する間
隔を変更する間隔変更指示を前記ウェアラブルデバイスに送信する間隔変更指示処理と、
　前記ウェアラブルデバイスから送信された前記身体情報を受信し、前記身体情報がバイ
タルデータである場合に、前記身体情報を前記サーバ装置に送信し、前記身体情報が加速
度データである場合に、加速度データの取得間隔と、前記取得間隔の閾値である間隔閾値
とを比較し、前記取得間隔が前記間隔閾値以上の場合に、前記加速度データを前記サーバ
装置に送信し、前記取得間隔が前記間隔閾値より短い場合に、前記携帯端末装置の負荷と
、前記負荷の閾値である負荷閾値とを比較し、前記負荷が前記負荷閾値以下の場合に、前
記加速度データを前記サーバ装置に送信するデータ通信処理と
をコンピュータである前記携帯端末装置に実行させる携帯端末プログラム。
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